
「川越市次期障害者支援計画（原案）」に関して提出された 

     意見及び意見に対する市の考え方   

 

１．実施概要 

 

（１）募集期間 

平成２６年１１月７日（金）から平成２６年１２月８日（月） 

（２）募集対象者 

①市内に住所を有する方 

②市内に在勤・在学の方 

③その他、案に関し利害関係を有する方 

（３）原案の閲覧方法 

・市役所本庁舎１階障害者福祉課、みよしの支援センター、職業センター、障害者

就労支援センター、各市民センター、南連絡所、各公民館（市民センターに属さ

ない箇所）、各図書館において印刷した原案を閲覧・貸出 

（４）意見の提出方法 

氏名、住所、連絡先（電話番号、Fax 番号、E メールアドレス等）及び意見を記

入の上、障害者福祉課へ持参、郵送、Fax による提出又は市ホームページ等（イン

ターネット）利用による提出 

（５）意見募集の結果 

 意見を提出された方  １２７名 

 総意見数       １７１件 

  ■項目別意見数（総意見数の内訳） 

①入所施設を整備してほしい     ８４件 

②グループホームを整備してほしい  ３４件 

③その他              ５３件 

 

 

  



２．意見及び意見に対する市の考え方 

 

寄せられたご意見のうち、類似のものと考えられるものについては、取りまとめた

上で【意見の概要】として掲載しております。取りまとめた意見数は【件数】とし、

それぞれの意見ごとに【市の考え方】【計画への反映】を掲載しております。 

また、本計画では、施策等の考え方や方向性について記述しています。そのため、

個別の施策や事業の具体的な実施方法、内容等に関するご意見については、【計画へ

の反映】では、 

① ご意見の趣旨が、本計画における考え方や方向性とほぼ一致している、と考えら

れるものは「反映済と考えます」 

② ご意見の趣旨が、本計画における考え方や方向性と相反するものではなく、今後

の参考とすべきものは「今後の参考とします」 

③ご意見の趣旨が、本計画における考え方や方向性と一致するものではないと考え

られるものは「反映できません」 

としています。 

なお、ご意見の中には、修正個所を具体的に指摘しているものもございましたが、指

摘個所に関わらず、本計画の中に反映したものは「反映しました」としています。 

意見の概要 市の考え方 
計画への

反映 

件

数 

①入所施設を整備してほしい 

入所施設を整備して

ほしい。 

障害福祉計画に係る国の基本指針では「施設入所者を

4％以上削減することを目標とする」とありますが、本市

の考え方としては「施設入所を希望する待機者がいる」

状況から、施設入所者数の削減は設定しません。 

住まいの場や日中活動の場など地域生活の基盤の充

実に努め、入所者の内希望する人の地域移行を促進

し、入所待機者の減少を図ります。新たな障害者支援

施設の整備については、国・県の動向を注視してまいり

ます。 

今後の参

考とします 
84 

②グループホームを整備してほしい 

グループホームを整

備してほしい。 

グループホームの入居者は、平成 25年度末は 121人

でしたが、平成 29年度末では 165人になるよう見込ん

でいます。今後、市内においてグループホームの設置

が促進されるよう、社会福祉法人や NPO等へ説明会

を開催し、必要な情報の提供を行い、総合的に支援し

てまいります。 

反映済と

考えます 
34 

 



③その他 

入所者数の指標が

平成 29年度末も現

状と同じ値なのはお

かしい。 

障害福祉計画に係る国の基本指針及び埼玉県の考え

方では、平成 25年度末時点の施設入所者のうち 12％

が地域移行支援を受けて地域生活へ移行することを目

標としており、本市でも 12％（37人）が地域移行するこ

とを目標としています。 

次期支援計画期間の満了年度である平成 29年度末

の入所者数を平成 25年度末と同数を見込んでいま

す。これは 12％の人数 37人が地域移行し、併せて同

人数が新たに入所することを想定しております。 

今後の参

考とします 
2 

住むところがないと

いうことは、早急に

解決すべき課題であ

る。 

本計画の中で、主要課題として位置づけて、住まいの

場の充実を目指し、グループホーム等の充実に取り組

んでまいります。 

反映済と

考えます 
2 

グループホームの充

実については、総合

的な支援を行うとあ

るが、より具体的な

内容を示してほし

い。 

現在グループホームを運営している、または今後グル

ープホームの運営を検討している社会福祉法人や

NPO等へ説明会を開催する際には、利用者の状況や

ニーズ等の把握に努め、必要な情報提供等の支援を行

ってまいります。 

また、運営に関しては補助金の交付を継続し、事業者

への助成を図ってまいります。 

反映済と

考えます 
1 

市内のバリアフリー

化を進めてほしい。 

本計画の中では基本目標 6住みよい福祉のまちづくり

の中で、誰もが地域で自立した生活を送り、積極的に社

会参加していくためには、道路、建物、公共交通機関等

をバリアフリーの視点から改善していくことを目指しま

す。 

主要課題として生活環境の整備を位置づけ、都市環境

の中にあるさまざまな物理的バリア（障壁）を取り除き、

移動上や施設の利用上の利便性・安全性の向上に取

り組んでまいります。 

反映済と

考えます 
1 

投票所となっている

小・中学校では、多

目的トイレや車いす

対応のトイレを整備

してほしい。 

既存の小・中学校を投票所として使用しているため困難

であると考えますが、御意見について参考とさせていた

だきます。 

今後の参

考とします 
1 

    



公立の小・中学校の

バリアフリー化（手す

り。多目的トイレ、エ

レベーターの設置）

を進めてほしい。 

『埼玉県福祉のまちづくり条例』に基づき、計画的にバリ

アフリー化に取り組んでまいります。 

反映済と

考えます 
1 

多目的トイレがある

公園が少なく、不便

である。 

「埼玉県福祉のまちづくり条例」に基づき、多目的トイレ

などの公園施設の整備を進めてまいります。 

反映済と

考えます 
1 

市営住宅がバリアフ

リー仕様になってい

ない。また、障害者

が居住するためのバ

リアフリー住宅の建

設について早急に検

討すべき。 

今後、新たに公営住宅を建設するに当たりましては、障

害のある人へ配慮し、バリアフリー化した住宅の整備を

進めてまいります。 

反映済と

考えます 
1 

精神科以外の他科

の受診料も１割に軽

減して下さい。 

自立支援医療（精神通院）は、精神障害者の早期治療

及び再発予防等を目的として、精神科通院治療を受け

るための医療費の自己負担の一部を公費で負担する

制度です。 

その精神通院の医療範囲は、精神障害及び当該精神

障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に

入院しないで行われる医療（通院医療）となります。 

反映でき

ません 
1 

市内の障害者数か

ら考えて、ふれあい

歯科診療所だけで

障害者歯科診療に

対応するのは難し

い。実情をどのよう

にとらえているの

か。 

川越市ふれあい歯科診療所では、川越市歯科医師会

加入の歯科医院と連携し、必要に応じて障害者の方の

受け入れを行っております。障害者の方がより身近な

地域で歯科診療を受けられるよう連携に努めておりま

す。 

今後の参

考とします 
1 

障害者（児）の歯科

保健事業の推進で

は、対象者を「社会

福祉施設等」として、

「在宅障害者」を対

象としていないのは

おかしい。 

在宅の方への歯科保健指導として、個別の相談や訪問

歯科指導等を行うとともに、状況に応じて治療につなげ

るなどの対応を行っておりますので、施策説明について

「歯科健診及び歯科保健指導の推進」を「歯科健診及

び在宅も含めた歯科保健指導の推進」に変更します。 

反映済と

考えます 
1 

    



地域医療体制が充

実していない。医療

関係団体への働き

かけを進めてほし

い。 

今後とも、地域の医療関係団体の協力のもと、地域医

療提供体制の充実に取り組んでまいります。 

今後の参

考とします 
1 

地域で安全に安心し

て医療が障害の状

態に即して提供され

るべき。 

今後とも、地域の医療関係団体の協力のもと、地域医

療提供体制の充実に取り組んでまいります。 

今後の参

考とします 
1 

高次脳機能障害に

ついての「正しい知

識の普及・啓発」の

具体的な方法を示し

てほしい。また、啓

発については、啓発

前後の効果が数字

で分かる形で実施す

ることを明記してほし

い。 

県や関係機関等と連携し、高次脳機能障害の理解を促

進するための講演会等開催を含め、広報等での周知に

努めてまいります。 

高次脳機能障害についての正しい知識の普及・啓発を

進めることにより、その前後での効果が把握できるよ

う、計画の進捗の中で実施するアンケート調査等を用

いて検討してまいります。 

今後の参

考とします 
1 

高次脳機能障害の

方への具体的な支

援策を明記してほし

い。 

高次脳機能障害により日常生活及び社会生活への適

応に困難を生じている人が、地域で安心して暮らしてい

けるよう、福祉サービスの利用援助や社会生活を高め

るための支援を受けられるよう総合的な支援の充実を

図ってまいります。 

また、医療と福祉の一体的な支援が受けられるよう、高

次脳機能障害支援センターを含む関係機関との連携を

推進し、支援体制の整備に努めます。 

反映済と

考えます 
1 

高次脳機能障害の

早期発見・早期診断

を、施策の一つとし

て計画に盛り込んで

ほしい。 

高次脳機能障害により日常生活及び社会生活への適

応に困難を生じている人が、地域で安心して暮らしてい

けるよう、福祉サービスの利用援助や社会生活を高め

るための支援を受けられるよう総合的な支援の充実を

図ってまいります。 

また、医療と福祉の一体的な支援が受けられるよう、高

次脳機能障害支援センターを含む関係機関との連携を

推進し、支援体制の整備に努めます。 

反映済と

考えます 
1 

 

   



脳卒中の後遺症で

高次脳機能障害とな

った第 2号被保険者

への支援を念頭に、

「介護保険課、高齢

者いきがい課と障害

者福祉課の連携を

強め、切れ目のない

支援に取り組むこと」

を明記してほしい。 

現在、身体障害者手帳の交付を受けた人の内、40歳

から 64歳の人で特定疾病が原因で日常生活に介護や

支援が必要になった場合に、認定を受けることによって

介護サービスを利用することができる旨の説明を行って

おります。 

今後の参

考とします 
1 

重度重複障害者へ

の対応策をより具体

的に示してほしい。 

事業者向けの講演会や説明会を開催するなど、事業所

での医療的ケアが促進されるよう関係機関と協働し、市

として行えることを進めてまいります。 

反映済と

考えます 
1 

重度重複障害者が

日中いきいきと過ご

すことのできる施設

を整備してほしい 

生活介護、自立訓練、就労支援等の障害福祉サービス

を提供する事業所や地域活動支援センター等、日中に

おける活動の場を充実します。 

特に、重度重複障害者への医療的ケアに対応するた

め、事業者による医療的ケアが促進されるよう講演会

や説明会を開催し支援してまいります。 

反映済と

考えます 
1 

重度重複障害者が

暮らせる場を整備し

てほしい。 

グループホームの充実に向けて社会福祉法人や NPO

等へ説明会を開催する等、グループホームの設置が促

進されるよう総合的に支援してまいります。 

反映済と

考えます 
1 

外出できない障害者

への就労支援策を

検討してほしい。 

在宅での仕事につきましては、ハローワークにおいて障

害のある方に配慮された求人も公開されておりますの

で、それらを活用しながら関係機関と連携し、障害のあ

る方が在宅勤務を行う際に必要な支援などについて検

討してまいります。 

今後の参

考とします 
1 

障害の状況により

様々な工夫をすれば

勤務可能になる人

を、市職員として雇

用の対象としないの

は差別である。 

障害のある人の採用につきましては、社会情勢、他団

体との均衡等を踏まえながら、実施してまいりたいと考

えております。 

また、障害のある人の就労支援として、障害者就労支

援センターでは、身体や精神に障害のある人等を短時

間勤務による臨時職員として採用しているところです。 

なお、現在、障害者法定雇用率を達成していますが、法

定雇用率は達成すべき最低の基準であることを考慮し

た上で、職域を拡大した積極的な障害者雇用を進めて

まいります。 

反映済と

考えます 
1 

    



障害者の健康の推

進と相談の充実を障

害者福祉課に丸投

げするのではなく、

保健医療部が引き

受けるべき。 

障害者の健康の推進と相談の充実につきましては、市

として障害原因の予防や早期発見と早期対応体制、健

康づくりの充実に努める等、保健・福祉・医療等の連携

による継続的なサービスの提供を行ってまいります。 

反映でき

ません 
1 

障害者の生涯にわ

たる健康づくりを進

めてほしい。 

すべての人が心身ともに健やかな人生が送れるよう、

今後も健康づくりの推進に努めてまいります。 

反映済と

考えます 
1 

短期入所を充実して

ほしい。 

基本目標 7福祉サービスの充実の中で、主要課題であ

る自立生活支援の充実の一つの施策として、短期入所

等の充実を位置づけ、一時的に介護が困難な方のため

に、短期入所や日中一時支援を充実します。 

また、重度重複障害者の受け入れ体制の確保に努め、

事業者への説明会を開催する等、総合的な支援を進め

てまいります。 

反映済と

考えます 
2 

移動困難者が地域

で避難できる方法

（近い避難所の設置

等）を検討すべき。 

一般の避難所での生活に支障や困難がある要配慮者

に対する対策として、現在、市内各所の障害者支援施

設等に対し、災害時における福祉避難所の設置運営に

関する協定を順次締結しています。また、地域で避難で

きる方策については、現在、川越市避難行動要支援者

避難支援全体計画に基づき、関係部局等と協力し避難

支援体制等の整備・充実を図っております。 

反映でき

ません 
1 

災害時要援護者に

対する支援体制づく

りを進めてほしい。 

現在、川越市避難行動要支援者避難支援全体計画と

して見直しを行っております。当該計画に基づき、関係

部局等と協力し避難行動要支援者の避難支援体制等

の整備・充実を図ることにより、災害時における安全・

安心の確保について一層の強化を図ります。 

反映済と

考えます 
1 

障害者一人ひとりの

ニーズは異なる。審

議会の意見やアンケ

ート調査の結果がす

べてではない。 

川越市次期障害者支援計画の策定に際し、当事者や

市内施設職員に対するアンケートの実施、また今回の

意見公募に寄せられた御意見、川越市障害者施策審

議会から意見を聴いております。 

当事者へのアンケート調査実施では、回答総数として

有効な意見数に達しており、一定のニーズ等を得られ

たものと考えています。 

反映でき

ません 
1 

 
   



アンケート調査の実

施に関しては、どの

ように無作為抽出を

行っているのか。ま

た、障害者の家族に

対してもアンケート

調査を行うべきでは

ないか。 

川越市次期障害者支援計画の策定に際し、必要な当

事者のニーズや意向を把握し計画の基礎資料とするた

めに、対象者の中から無作為に抽出しアンケートを送

付し、回答を得たものです。当事者全数での調査では

ありませんが、回答総数として有効な意見数に達してお

り、一定の結果が得られたものと考えます。 

また、当事者の家族へのアンケート調査等について

は、今後の計画進捗の中で検討してまいります。 

今後の参

考とします 
1 

障害者差別解消法

における合理的配慮

の提供は、公的機関

だけでなく民間事業

者等についても、義

務規定とすべきであ

る。 

障害者差別解消法は平成 28年 4月より施行されます

が、行政機関等はその事務又は事業を行うに当たり、

障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨

の意思の表明があった場合において、その実施に伴う

負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害す

ることとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障

害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について

必要かつ合理的な配慮をしなければならないと定めら

れています。 

また、民間事業者については、障害者から現に社会的

障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった

場合において、その実施に伴う負担が過重でないとき

は、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、

当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社

会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配

慮をするように努めなければならないと定められている

ところであります。 

今後、差別解消法の施行により国や県と連携しながら、

民間事業者に対する広報・啓発に努めてまいります。 

反映でき

ません 
1 

障害者差別解消法

における合理的配慮

の提供は、担当課の

みでなく、市役所の

すべてのセクション

で行わなければなら

ない。 

平成 28年 4月より施行される障害者差別解消法で

は、行政機関はその事務又は事業を行うに当たり、障

害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の

意思の表明があった場合において、その実施に伴う負

担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害する

こととならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害

の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必

要かつ合理的な配慮をしなければならないと定められ

ていることから、市全体として取り組んでまいります。 

今後の参

考とします 
1 

 
   



土日の余暇の過ごし

方を充実させてほし

い。 

本計画の中で、基本目標 3早期療育の充実及び生涯

にわたる学習機会の充実の中で、地域において気軽に

生涯学習に親しむことができる環境の整備、機会の拡

充を進めてまいります。 

また、主要課題として社会教育の充実を目指すことを主

要課題として位置づけ、講座内容の充実や開催条件な

どを工夫し、障害のある人が参加しやすい学習環境を

整備していくことを目指してまいります。 

今後の参

考とします 
1 

無年金障害者の救

済対策について検討

してほしい。 

基礎年金が受給できない障害のある人については、一

定の要件のもと特別障害給付金が支給されます。 

市としても、国の動向等に注視しつつ、必要な情報を周

知してまいります。 

今後の参

考とします 
1 

自立支援協議会で

は、本人（家族）の同

意を得てから、困難

対応事例について協

議・調整を行ってい

るのか。 

川越市地域自立支援協議会は、障害者相談支援事業

の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステム

づくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の

場として設置されています。 

事例等について、個人名を挙げて協議は行っておりま

せん。また、個人名を挙げて協議を行う必要がある場

合には、本人（家族）の同意を得ることとしております。 

今後の参

考とします 
1 

福祉施設で働く職員

の人数の増、待遇の

更なる改善を検討し

てほしい。 

国で定められている制度に基づいて行われている施策

については、国の動向を注視しつつ、対応を検討してま

いります。 

今後の参

考とします 
1 

放課後等デイサービ

スの人員配置（指導

員の配置）が少なす

ぎる。 

現在、重度の方を含め、さまざまな障害の種別、等級の

方が放課後等デイサービスを利用されています。一方、

利用希望に対して、市内の事業所の数、定員が少ない

状況にあると認識していますので、さらに充実に努め、

利用を促進してまいりたいと考えています。 

なお、人員基準につきましては最低基準となっており、

事業所が職員の加配を講じる場合には、報酬が加算さ

れる仕組みが設けられております。 

反映済と

考えます 
1 

計画の推進にあたっ

ては、「障害のある

人へのニーズの把

握と反映」及び「地域

社会の理解促進」を

進めてほしい。 

計画にあるように、障害のある人との意見交換の場を

設け、当事者やその家族、関係団体の意見やニーズの

把握と反映に努めます。 

また、市民に対する広報や啓発を継続的に行うととも

に、職員に対しても障害福祉に関する知識と意識を高

めていくための取組みを進めてまいります。 

反映済と

考えます 
1 

    



地域包括ケアシステ

ムを推進していくべ

きである。 

他の関連計画との整合性を図り、サービスを受ける利

用者の目線に立った制度について、検討してまいりま

す。 

今後の参

考とします 
1 

生活サポートを行っ

ていた事業者が突

然廃業したが、利用

者には連絡がなかっ

た。どういうことなの

か。 

利用者に不利益が生じないよう、情報提供の方法につ

いて検討してまいります。 

今後の参

考とします 
1 

市内に行動援護を

行う事業者がない。

市の責任で確保して

ほしい。 

事業者等への説明会を開催し、必要な情報提供を行う

などの支援を行うことで参入を促進してまいります。 

今後の参

考とします 
1 

短期入所等福祉サ

ービスについて、事

業者向けの講演会

や説明会を開催する

以外にも、事業者ま

かせでない具体的な

対策を盛り込んでほ

しい。 

市として可能な支援策の検討を進めてまいります。 
今後の参

考とします 
1 

障害のある人とない

人が同じ環境でスポ

ーツを楽しめる事業

を進めるべき。 

計画に基づき、環境整備やスポーツ交流に努めてまい

ります。 

今後の参

考とします 
1 

施設の充実につい

て、事業所に責任を

転嫁せず、行政が責

任をもって障害者の

生きる権利を守って

ほしい。 

本計画を推進していくためには、市と市民、事業者、関

係機関の協働が欠かせないものであり、ともに手を携え

て施策を進めてまいります。 

今後の参

考とします 
1 

 

   



障害者団体・家族会

等への運営費補助

金については、要綱

を見ても助成金額、

主旨が不明確であ

る。見直し検討を要

望する。 

障害者の福祉の増進を図るため、障害者の福祉の向

上を図っている市内の障害者団体に対し支援している

ものです。 

補助金の交付においては、申請内容の確認・精査を行

っており、適正に事務を執行しております。 

反映でき

ません 
1 

エリアミーティングが

あることを知らなかっ

た。周知方法に問題

があるのではない

か。 

地域福祉の観点から、エリアミーティングの開催や地区

別福祉プランの策定などは、地域の人々が主体となっ

て自主的に行われており、その周知や運営等について

はそれぞれ地域の実情に応じて実施されております。 

また、これらの施策は、地域の人々が相互に助け合

い、支え合う社会をめざす川越市地域福祉計画におい

て最重点項目に位置付けられており、今後も地域への

支援や事業の推進に努めてまいります。 

今後の参

考とします 
1 

施設に入所している

障害者と自宅に住む

障害者が、同じよう

にサービスを受けら

れるようにしてほし

い。 

障害のある人が地域で安心して自分らしく暮らせるよう

にするには、一人ひとりの多様なニーズに応えられるサ

ービスの量的・質的な充実を進めることが必要と考えて

います。 

サービス供給の担い手の拡大や内容の充実を図るな

ど、利用者が求めるサービスを選択できるよう福祉サー

ビスを更に充実してまいります。 

今後の参

考とします 
1 

JR、私鉄、航空運賃

を割引にして下さ

い。 

身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている人

について、それぞれの事業者によって内容や割引率は

異なりますが、鉄道運賃・バス運賃・航空運賃が割引と

なります。 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている人については、市内循環バス（シャ

トルバス）特別乗車証の交付を受けて、無料で乗車する

ことができます。 

また、精神障害者福祉手帳の交付を受けている人（写

真貼付の場合のみ）については、県内バス事業者によ

るバス運賃が割引となります。 

反映でき

ません 
1 

保育士研修の充実

では、正規職員だけ

でなく、障害児と日ご

ろかかわっている非

正規の保育士も対

象にすべき。 

本市では、雇用の形態にかかわらず、保育施設に従事

する職員を対象として研修会を実施しており、多くの保

育士が参加しています。今後も、障害児に対する理解

を深めるため、学習の場を提供してまいります。 

反映済と

考えます 
1 

    



訪問指導の推進に

ついては、「保健指

導が必要な者及び

家族」を対象としてい

るが、どのような基

準で行っているの

か。 

訪問につきましては必要に応じて行っております。今後

も、対象の方の状況を勘案し実施してまいりたいと考え

ております。 

今後の参

考とします 
1 

長期療養児支援の

推進では、ダウン症

の子どもや低体重

児、多胎児等の保護

者が対象となってい

るが、ダウン症以外

の障害児への対応

はどのようになって

いるのか。 

現在の施策といたしましては、長期療養児支援の推進

として、ダウン症のある子どもや低体重児、多胎児等の

保護者が情報交換を通じ、互いに助け合えるように支

援しております。いただきました御意見につきましては

今後の参考とさせていただきます。 

今後の参

考とします 
1 

 


